
議案第２１７号

訴えの提起について

損害賠償請求事件に関し、下記のとおり東京高等裁判所に控訴をするため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、議決を求め

る。

平成２７年１１月２５日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

１ 第１審事件の要旨

   原告らは、市職員であった原告らの子が死亡したのは、同僚の職員によるパワ

ーハラスメント行為及び市側の安全配慮義務違反等によるものであるとし、それ

ぞれ４０，４７５，６０２円の損害賠償を求め、市を被告として訴訟を提起した

もの

２ 第１審判決の要旨

 被告は、原告らに対し、それぞれ６，５９９，３３３円及びこれに対する平成

２３年１２月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

３ 控 訴 の 当 事 者 控 訴 人 さいたま市

            代表者 市長 清水 勇人

           被控訴人 第１審原告ら

４ 控 訴 の 趣 旨

 原判決中控訴人敗訴部分の取消しを求めるもの

 被控訴人らの の取消しに係る部分の請求の棄却を求めるもの

 被控訴人らに対し第１審及び第２審の訴訟費用の負担を求めるもの

５ 控訴をする理由

  さいたま地方裁判所より標記事件についての第１審判決があったが、容認できる

内容ではないと判断し、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第２８１条に基づ

き、東京高等裁判所に控訴をするもの


